
【平成27年度】
幌延町電気自動車等導入促進補助制度について

環境負荷の少ない電気自動車の導入を促進します。
　電気自動車もしくは電気自動車用充電設備を購入する町民の方に対し、その購入費用の一部を補助し
ます。

問い合わせ先　総務課企画振興グループ　電話5-1111（内線222・223・224） 告知端末機5-8812

◆補助対象
①個人　②幌延町内に住所を有する者　③町税等を滞納していない者　④暴力団員でない者

◆補助金額（国補助金との併用可）
①電気自動車（幌延町が課税する軽自動車税の対象となる車両に限る）
　補助基準額の1/6（千円未満切り捨て）
②住宅へ電気自動車から電力を供給できる機能を持つ充電設備
　補助基準額の1/3（千円未満切り捨て）
※補助基準額：本体購入価格と公共的団体が公示する価格のいずれか低い額

例）三菱 i-MiEV(15モデルＭ)
　　209.4万円（税抜車両本体価格）⇒ 町補助金34.9万円【1/6補助】
　　国補助金49万円～実負担額125.5万円（諸費用・消費税等別途）
例）ニチコン普通充電設備（住宅給電設備付き）
　　48万円（税抜本体価格）⇒町補助金16万円【1/3補助】
　　国補助金24万円～実負担額8万円（諸費用・消費税等別途）

◆詳細については、町HPをご覧いただくか総務課企画振興グループへお問い合わせください。
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①電源立地地域対策交付金……１億5,457万３千円
●町立診療所運営費・・・・・・・７，５００万０千円
●町立認定こども園等運営費・・・２，３００万０千円
●町保健センター運営費・・・・・１，２００万０千円
●北留萌消防組合幌延支署運営費・４，４５７万３千円

②広報・調査等交付金………………1,260万０千円
●エネルギー関連施設見学会事業等・１，０１６万６千円
●深地層の研究等広報・・・・・・・・２１４万２千円
●資料収集業務等・・・・・・・・・・・２９万２千円

※電源立地地域対策交付金を町立診療所運営経費等に充当す
ることにより、地域の活性化や福祉の充実を図っています。

○原子力立地給付金事業の実施について
　電気料金の値上げや消費税増税等に対する生活支援の観
点から、電源立地地域対策交付金の一部を給付金として
交付します。（電灯契約口数×8,100円）

第１回 工 作 実 験 教 室
◇空飛ぶ「スカイスクリュー」を作ろう◇空飛ぶ「スカイスクリュー」を作ろう

５月１７日（日）　午前の部　１０：３０～１１：３０
午後の部　１３：３０～１４：３０

※小学3年生までの児童は保護者同伴
でお願いいたします。

場　　　所 ゆめ地創館　多目的室

参　加　費 無料

定　　　員 各回30名

対　　　象 幼児～中学生

※詳細は、開催前に別途、チラシ・ポ
スター・告知端末機でお知らせいた
します。

申込み方法 電話または参加申込書をFAXして
ください。

送 迎 バ ス 送迎バスを運行いたします。詳細
は別途お知らせします。

協　　　力 国立研究開発法人日本原子力開発
機構幌延深地層研究センター

ほろのべの窓　2015.5月号▶　10


